
職業能力開発分野における国際協力

r人づくりJを通じて国際社会に貢献する観点から,次の事業により1職業能

力開発分野の国際協力を推進してVlるo.

1 政府間の技術協力

外務省及び独立行政法人国際協力機構りI CAIと連携して1海外における

職業能力開発施設の設置.運営に対する協力l専門家の派遣,海外の職業能力開

発関係研修員の受入れl開発途上国における研修の実施に対する協カを行ってt,1

るo

2 国際機関等を通じた技術協力

東南アジア諸国連合くASEANlを通じた人材養成分野への協力として,新

規加盟4ケ国 くカンボジテ.ラオス.ミヰンマ-..べトナムJの底上げ支援に対

する協力,アジア.太平洋地域の経済発展を目的とするアジア.太平洋経済協力

くAPEClの人材養成分野の括動に対する支援を実施するほか,アジア.太平

洋地域の職業訓練及び技能の水準の向上を目的とした工LOが協カする地域プロ

グラムであるアジア.太平洋地域技能開発計画 くAP SDEPlを通じた技術協

力を行っている.

3 外国人研修生等の受入れ

くリ 技能実習制度

外国人研修生が, -定期間の研修後,

続き雇用関係の下で実務を通して技術,

研修成果の評価等を行った上で,引き

技能等を修得することができる制度で

ありl平成5年に創設された.

制度の適正な実施のため,国際研修協力機構 くJ ITCOlにおVlて,技能

実習を予定する外国人研修生のあっせん,研修から技能某習に移行する際の研

修成果の評価,研修及び技能実習の実施状況の把撞等を行ってVlるD
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